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「商工会は、行きます、聞きます、提案します」 ～会員満足向上運動展開中～ 

 

 

 

 

 

発行責任者 遠野商工会 会長 佐々木 弘志 №135（令和 2年 11月 15日発行） 
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 宮守支所〒028－0304 遠野市宮守町下宮守 30－48－2  電話 67－2230 ＦＡＸ67－2237 

 メール：shokokai@echna.ne.jp  ホームページ：http://www.shokokai.com/tohno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮守町あきない会では、めがね橋の“ライトアップ夜景遺産”認定を祝し、お祝いイベント

を開催（１０/１５～17）致しました。１０月１５日には花火の打ち上げも実施されました。

ライトアップされた“めがね橋”と、その上空を彩る打ち上げ花火の風景が、銀河鉄道の夜を

連想させる景色を作りだしていました。 

１９８０年代末に旧宮守村商工会青年部のメンバーによって橋のライトアップが開始されま

した。県内でも珍しい通年型のライトアップ名所として知られています。深い山々に囲まれた

夜空の下、大正から昭和時代にかけて造られた巨大な構造物が緑や橙、青色の光によって闇夜

に浮かびます。ノスタルジックで幻想的な夜景を楽しんでみてはいかがでしょう。 

（開催期間：通年、点灯時間：日没～２２：００） 

めがね橋(宮守川橋梁)が 2020 年 日本夜景遺産 

“ライトアップ夜景遺産”認定！ 祝賀イベント開催。 

mailto:shokokai@echna.ne.jp
http://www.shokokai.com/tohno/
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１０月２９日（木）に遠野町家の観月会が遠野市役所庁舎前で開催されました。今回は、  

女性部員等２４人が参加し、秋の叙情歌が披露されました。 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～観月会の様子～ 

                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青年部では女性部員の加入も 

歓迎いたします。 

 

毎年恒例となってきました遠野商工会青年部主催『駅前広場イルミネーション』！！！ 

今年度もグレードアップして開催いたします。 

今回は市内保育施設の年長さんによる〝幸運をもたらす座敷わらし〟と〝悪霊退散ア

マビエ〟の ぬり絵も掲示します。個性豊かな〝座敷わらし〟と〝アマビエ〟が皆様の 

来場をお待ちしています。 

 

 点灯期間 令和２年１１月２日～令和３年１月中旬（予定） 
      （※点灯期間は天候状況などで変更になる場合がございます） 

期間中 毎日点灯 午後５時から午後１１時 

 

 設置場所 ＪＲ遠野駅前広場  
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例年、会員事業所従業員の健康の増進と、親睦を図ることを目的として実施致しております 

“遠野商工会野球大会”及び“ソフトバレーボール大会”は、コロナウイルス感染症拡大防止の

観点より今年度の開催を中止といたしましたので、お知らせ致します。 

 大会を楽しみにされていた会員従業員の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。                       

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年１０月１５日現在） 

 

 

 

 

（平成 31年 4月 30日時点） 

番 号 事業所名 代表者 業務内容 住 所 

1 来い来い 北田 輝夫 飲食業 新穀町 

2 爽快倶楽部 佐々木 由紀子 マッサージ業 宮守町 

３ さとう不動産 ／ 佐藤 淳 行政書士事務所 佐藤  淳 不動産業／行政書士業 中央通り 

4 おのひづめ 菊池 幹郎 飲食店 新穀町 

5 ＭＧ企画 桑畑  学 薪製造・販売業 上郷町 

6 植山美里 宮本 美里 飲食業 松崎町 

7 菅原整骨院 菅原 史勇 整骨院 松崎町 

 

 

 
 

 
 

 

 

■ご融資額 学生１人 3５0 万円以内 

 

■返済期間 15 年以内 

（在学中元金据置可） 

 

■返済利率 年１.７０％ 

（令和２年１０月１日時点） 

 

■資金使途 学校納付金、受験費用、 

住居費用等 

 

■お問合せ ㈱日本政策金融公庫 

（電話 0570－008656） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■融 資 額        万円以内 
 

※東日本大震災の直接被害、間接被害を受けられ、被害証明

書等を提出できる方は、通常枠と別枠１，０００万円以内

（当初３年間／年０.31％、４年目以降／年 1.21％）の

利用が可能です。 
 

■返済期間 ★運転資金 ７年以内 
（据置期間１年以内） 

★設備資金１０年以内 
（据置期間２年以内） 

 

■貸付利率 1.２1％（令和２年 10 月 1 日現在） 
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小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめら

れたり、退職されたりした場合、生活の安定や事業の再建を図る

ために資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 

いわば「経営者の退職金制度」といえます。 

平成２３年１月からは個人事業主の「共同経営者」も２名まで加入できるようになりました。

共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で下記の条件を満たす方で、いわゆ

る事業専従者です。 

 

● 

● 

● 

● 

● 

税務署での面接によるご相談は事前予約をお願いします 

 

税務署では、納税者の皆様をお待たせしないよう、面接相談予約をお願いしてお

ります。 

電話での回答が困難な相談内容については、所轄の税務署において面接相談をお

受けしております。 

面接相談を希望される方は所轄の税務署に電話をおかけいただき、最初の音声案

内で②番を選んで相談日時を予約してください。 

予約の際、名前・住所・相談内容をお伺いし、相談日にお持ちいただく書類等を

お伝えします。 

（☎釜石税務署：0193-25-2081） 
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毎年 12 月上旬に開催されております釜石税務署主催の決算説明会は、新型コロナウイ 

ルス感染拡大防止の観点から開催が中止となりましたのでお知らせ致します。 

 皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 
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必 要 書 類 

❶申請に用いる売上が減った月・期間と 

比較する書類 

個人：・2019年分確定申告書第 1表の控え 

・月別売上の記入がある所得税 

青色申告決算書 

法人：・確定申告書別表１の控え  

    ・法人事業概況説明書の控え 

❷申請に用いる売上が減った月・期間の 

売上台帳など 

❸賃貸借契約書の写し 

❹直前３か月間の支払い実績を証明する

書類 

❺給付金の振り込みをする口座情報 

個人：申請者本人の口座 

法人：法人名義か代表者名義の口座 

❻本人確認書類の写し 

❼誓約書 

 

2020 年 5 月から 12 月の間に 1，2 のいずれかに    

あてはまる事業者の方は事業継続を下支えするため、 

地代・家賃の負担を軽減する 

家賃支援給付金を申請できます 

１いずれか 1か月の売上が前年の同じ月

と比較して 50％以上減っている。 

２連続する 3か月の売上の合計が前年の

同じ期間の合計と比較して 30％以上 

減っている。 

申請締切 2021年 1月 15日 
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相談は、事前予約制になっております。相談日の前日までに、必ず花巻年金事務所まで

電話で申込み下さい。  ★予約電話番号：0198-23-3351  
 

■相談日 （毎月１回 木曜日） 

１２月３日 １月７日 ２月４日 ３月４日 
 

■時 間 １０時３０分～１５時３０分 
 

■会 場 遠野市役所本庁舎３階中会議室 B（会場があすもあ遠野から変更になっております。） 

■持参するもの 年金の番号がわかる「基礎年金番号通知書」、「年金手帳」、「年金証書」等 
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【提出書類】 

●申請書類 （申請様式については県ホームページをご覧いただくか商工会にお問い合わせください） 

  様式 1 申請書件請求書 

  様式２ 補助事業の内容（鉄道業・道路旅客運送業は“様式２－２” 中小企業者を構成員とする団体は“様式２－３”） 

  様式３ 交付申請チェックリスト 

  様式４ 誓約書 

  様式５ 代理受領に関する委任状＜申請者と口座名義が異なる場合＞ 

●添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出方法 等】 

●店舗・事業所が所在する商工会・商工会議所へ提出願います。（郵送での提出を推奨します） 

●募集期間は令和３年１月８日までを予定しています。 
（補助対象期間は令和２年４月１日から令和２年１２月３１日までの間に発注、契約及び支払が完了した経費を

対象とします） 
●対象業種・対象経費等ご不明な点は遠野商工会までお問い合わせください。 


